
締結日 件名 金額 契約の相手方 随意契約とした理由

令和4年10月18日 吸引ポンプ修繕 2,750,000 株式会社エフエスユニ
「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」（日本赤

十字社会計規則第36条第4項）に該当

予定価格が100万円を超える随意契約（令和４年度）


